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令和４年４月 木更津市定例教育委員会会議 会議録 

 

１．日   時   令和４年４月１９日（火） 午後１時００分～午後２時００分 

２．場   所   木更津市役所朝日庁舎 会議室Ｆ 

３．出 席 者   教育長及び委員 

           教育長 廣部 昌弘 

           委 員 渡部 佳子 

           委 員 豊田 雅之 

           委 員 小寺 孝治郎 

           委 員 加藤 緑 

職 員 

           教育部長          秋元  淳 

           教育部次長兼教育総務課長  重城 秋子 

           教育部部参事兼学校教育課長 今井 克彦 

           学校給食課長        清水佐知子 

           生涯学習課長        鈴木 和代 

           文化課長          小高 幸男 

           まなび支援センター所長   内海 雅彦 

           学校給食センター所長    竹内 康博 

           図書館長          松井  晋 

           郷土博物館金のすず副館長  稲葉 昭智 

           中央公民館長        水越  学 

           資産管理課長        小磯 洋子 

           （会議事務局） 

           教育総務課管理係長     芝田 雅人 

           教育総務課主任主事     河名千愛生 

４．傍 聴 人 数   ０名（非公開議案２件） 

５．議    案 

議案第１１号 木更津市学校適応指導教室設置規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

議案第１２号 令和４年度教科用図書君津採択地区協議会規約の承認について 

議案第１３号 令和４年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について 

６．報 告 事 項 

   報告第 ２ 号 臨時代理の報告について 

校長及び教頭等の任免の内申について 

７．議 事 大 要 

 ○廣部教育長 

   はじめに、井上美鈴前委員の辞任に伴い、後任として、４月１日付けで加藤緑委員が

新たに就任いたしました。ここで、加藤委員よりご挨拶をいただきたいと存じます。 
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 ○加藤委員 

   皆さんこんにちは。井上委員の後任として着任いたしました、清和大学短期大学部こ

ども学科で教員をしております加藤緑と申します。専門は幼児教育で、未就学児の発達

について研究活動をしており、保育士を目指す学生達を教えております。私自身も小学

二年生になった娘がおりまして、市内の小学校に通っておりますので、木更津市の教育

について感じている事などを色々とお話ししながら参加させていただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

【会議の開催にあたり】 

   ・令和４年４月１日付け人事異動に伴い、出席委員及び職員自己紹介。 

○廣部教育長 

 それでは、令和４年４月定例教育委員会会議を開催いたします。 

 会議録署名人には、豊田委員にお願いいたします。 

 また、前回３月定例の会議録につきましては、渡部委員と私が確認し、それぞれ署名を

いたしました。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 はじめに、議案第１１号「木更津市学校適応指導教室設置規則の一部を改正する規則

の制定について」を議題に供します。事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 

○重城教育部次長 

 議案第１１号「木更津市学校適応指導教室設置規則の一部を改正する規則の制定につ

いて」の提案理由をご説明申し上げます。 

議案資料２ページをご覧ください。本議案は、学校適応指導教室通級に関する手続き

の電子化、簡略化を図るため、様式の押印を廃止または省略するとともに、公印押印箇所

の表記を変更するため、関係様式を整備するものであり、木更津市教育委員会組織及び

運営規則 

第５条第８号の規定により、議決を得ようとするものでございます。 

５ページ以降に改正後の様式をお示ししておりますとおり、第１号様式「適応指導教

室通級申請書」の保護者氏名箇所の押印を廃止し、署名又は記名押印を求める様式に変

更し、６ページ第２号様式から第４号様式及び１１ページ第７号様式から第９号様式の

教育長印及び校長印押印箇所の表記を変更するとともに、ページ戻りまして９ページ第

５号様式及び第６号様式の適応指導教室適応指導相談員の押印欄を廃止することにより、

手続きの電子化、簡略化を図るものでございます。 

説明は以上でございます。 

○廣部教育長 

 ただいま、事務局から提案理由等の説明がありました。この件につきまして、ご質問は

ございますでしょうか。 

＜質問なし＞ 

 ご質問がなければ、ご意見はございますでしょうか。 

＜意見なし＞ 

 ご意見がなければ、採決に移ります。議案第１１号「木更津市学校適応指導教室設置規
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則の一部を改正する規則の制定について」につきまして、原案どおり賛成の方、挙手をお

願いいたします。 

＜挙手全員＞ 

 賛成全員で原案どおり決定いたしました。 

 

議案第１２号「令和４年度教科用図書君津採択地区協議会規約の承認について」 

議案第１３号「令和４年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について」 

を説明。 

 

 以上で、本日予定しておりました議案の審議を終了いたします。 

 続きまして、報告事項に移ります。 

 報告第２号、臨時代理の報告「校長及び教頭等の任免の内申について」事務局から説明

をお願いいたします。 

 ○重城教育部次長 

   報告第２号、臨時代理の報告「校長及び教頭等の任免の内申について」の提案理由を

ご説明申し上げます。 

議案資料１９ページをご覧ください。この報告は、校長及び教頭等の任免の内申につ

きまして、内示等の関係から木更津市教育委員会組織及び運営規則第６条第１項の規定

により、２０ページのとおり令和４年３月１６日付けで教育長の臨時代理で処理をいた

しましたので、同条第２項の規定により、ご報告するものでございます。 

   ２１ページをご覧ください。はじめに、１の教育委員会に関する項目でございますが、

退職者が２名、採用者が４名でございます。次に、２が校長に関する項目でございます。

退職者が５名、転出者が１名、採用者が３名、市内小中学校間での配置換えが４名でご

ざいます。続きまして２２ページ、３の副校長に関する項目でございますが、こちらは、

配置換えが１名でございます。４の教頭に関する項目でございますが、こちらは、転出

者が３名、採用者が３名、市内小中学校間での配置換えが６名でございます。また、各

項目の表中、星印は昇格者を示しております。 

説明は以上でございます。 

 ○廣部教育長 

   ただいま、事務局から説明がありました。 

   この件につきまして、ご質問、ご意見はございますでしょうか。 

＜質問・意見なし＞ 

   ご質問・ご意見がなければ、報告事項につきましては、以上といたします。 

 続きまして、その他の事項につきまして、説明をお願いいたします。 

 

【その他、事務局連絡・報告事項】 

・令和３年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価（素

案）について 

説明：重城教育部次長 
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・債権の放棄について（学校給食費債権） 

説明：清水学校給食課長 

・木更津市史編集委員会委員の任命について 

説明：小高文化課長 

・木更津市史デジタルアーカイブの公開について 

説明：小高文化課長 

・「金鈴塚古墳と古墳時代社会の終焉」刊行のお知らせ 

説明：稲葉郷土博物館金のすず副館長 

 

○廣部教育長 

 その他、委員からご意見等ございますか。 

○渡部委員 

 先日、千葉県知事が県内の学校の行事等を独自に緩和していくというようなお話をさ

れていましたが、木更津市ではどのような対応をとっていく予定なのでしょうか。 

 ○廣部教育長 

 現時点では特に変更はありませんが、修学旅行の方針については今後検討してまいり

ます。 

〇渡部委員 

 小寺委員に伺いたいのですが、１２歳未満の子どものワクチン接種については任意と

なっていますが、どのようにお考えですか。 

〇小寺委員 

 統計学的に、感染を抑え込むには、ワクチンを多くの人が集団で接種しなければ意味

がないとされています。最近子どもの感染者が増えているのも、ワクチン接種した大人

がウイルスを家庭に持ち帰り、接種していない子どもに感染し、学校で広がるというケ

ースが多いようです。結果、修学旅行等の行事が中止や縮小となったり、子ども達の学校

生活が一番犠牲になっているように感じます。しかしながら、学校で強制的に全員接種

させるなどというのは不可能ですから、論文等で証明されているワクチンの安全性を国

がもっと積極的に周知して、子ども達の接種を推進していく必要があると思います。 

○廣部教育長 

その他、委員からご意見等ございますか。 

＜意見なし＞ 

なければ、その他を終了いたします。 

それでは、事務局から次回の教育委員会会議につきまして、連絡をお願いいたします。 

 〇事務局 

   次回、５月の定例教育委員会会議につきましては、５月１０日（火）午後１時００分

から市役所朝日庁舎多目的室Ｂで開催いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 〇廣部教育長 

以上をもちまして、令和４年４月定例教育委員会会議を終了いたします。 
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            会議録署名人  教  育  長 

 

                    委     員 


